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厚生・文教常任委員会（令和６年３月12日） 

◎委員長（井上真砂美君） おはようございます。 

 ただいまより、厚生・文教常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案11件であります。このほか、陳情

２件が送付されております。これらの案件を逐次議題といたします。 

 それでは、当局から挨拶をお願いいたします。 

◎教育こども未来部長（近藤玲子君） 皆様、おはようございます。 

 先日は中学校の卒業式に御出席いただきまして、誠にありがとうございま

した。久しぶりに来賓をお招きして、厳粛な雰囲気の中、また温かい形でお

祝いをすることができました。また、来週３月19日火曜日には小学校の卒業

式がございますので、また御出席のほう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、議案11件、条例の改正が10件と廃止が１件の御審議をお願いいた

します。丁寧な答弁に努めてまいりますので、慎重審議のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

◎委員長（井上真砂美君） それでは、審査に入ります。 

 初めに、議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」を

議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 審査の前に、健康福祉部長から発言の申出がありましたので、許可いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（長谷川 忍君） ３月４日の本会議のこの

議案第12号の議案質疑中に、塚﨑議員から国民健康保険税の滞納世帯割合に

ついて問われましたけれども、ちょっとその場では回答ができませんでした。

今日、ちょっといらっしゃらないんですけれども、また補正予算の審議もあ

りますので、質問されたところだと思います。 

 滞納世帯の割合というのは、非常に難しくて、国民健康保険の被保険者は

極端に言うと日々異動をしておりますので、分母となる世帯数を確定し難い

ですし、滞納といいますと少し遅れただけでも滞納というふうなことで、ど

こで判断するのかということとか、年度末においても滞納分から納付してい

ただいている方もいらっしゃるため、滞納世帯を特定するというのもなかな

か難しい状況なのかなというふうに思います。 

 今年度現年分の納付状況で、一定申し上げるとすれば、世帯の滞納割合と
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すれば10％強かなというところでお伝え申し上げます。 

 参考までに、予算を編成する際に愛知県への納付金を算定するために、県

から示された令和６年度収納率は95.27％、これで納付するような試算がさ

れております。 

 ただし、令和６年度の岩倉市国民健康保険予算で、現年度分の収納率につ

いてはちょっと予算書には出てこないんですけど、議案の説明にお渡しして

いる概要説明を見ていただきますとおり、91％で見込んでおります。 

 実際に、令和４年度現年分の収納率というのは91.68％が岩倉市の収納状

況でございます。令和５年度もほぼ同じ程度になるのかというふうには見込

んでおります。 

 一般的に、収納率というところで判断するというか、公表されていくもの

で、なかなか世帯割合というのは出てこない、出しづらいというところで、

御報告申し上げます。以上です。 

◎委員長（井上真砂美君） ありがとうございます。 

 では、質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 本会議でもかなりの質疑がありまして、保険給付費

の伸びよりも、国民健康保険の制度、財政運営が都道府県単位化になったと

いうことで、県の事業費納付金に反映されたというところが大きいのではな

いかというところの議論がかなりあったと思うんですが、保険給付費はそう

上がっていない、昨年比の比率が具体的にどうで、県の納付金に反映された

分での値上げがどうなのかというところをもう少し具体的に示していただけ

ないでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） こちらのほうですけど、同じような回答に

なるかもしれませんが、国民健康保険の被保険者数につきましては、だんだ

ん減って、減少しております。社会保険の拡大等がありましたり、あと年齢

の高齢化等がありまして、被保険者数は年度ごとに減っている状況です。 

 また、１人当たりの給付費のほうは、医療の高度化とか高齢者が多い世帯

が多いですので、国民健康保険につきましては１人当たりの給付費は年々上

がっている状況になっております。 

 県も同様で、同じような形で愛知県のほうもだんだん国民健康保険の被保

険者数は減ってきておりますが、１人当たりの給付費というのは岩倉市と同

様、増えておりますので、こういった形の県が示す保険税の表示の保険料率

が示されたものと考えております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほか、質問よろしいですか。 
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◎委員（桝谷規子君） 昨年、１人当たりの給付費はやはり薬価、薬がすご

い高度化したりとかで上がってきているというのが大きいかと思うんですが、

被保険者が減少しているという中で、全体の保険給付費は昨年度比、増えて

いないという状況ですよね。１人当たりにすると増加している。具体的な数

字は分かりますか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 詳細についてはちょっとここでは分かりま

せんけど、全体の１人当たりの給付費が上がっている状況です。 

◎委員（桝谷規子君） 国保運営協議会に所得に対する保険料が示されて、

今回は賦課限度額は引き上げられていないので、非常に高い所得の人たちは、

今回の保険税の一部改正については全然値上げ、引上げにはなっていないで

すよね。その人たちというのはどれぐらいいらっしゃるか、分かりますでし

ょうか。 

 課税所得が1,000万円以上の世帯は、今回賦課限度額によって、それ以上

値上げがされていないと思うんですが。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） まだ本算定ではありませんので、大体100

名ちょっと切るぐらいなのかなと考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 賦課限度額の見直しというのは次回、６月議会かで

見直しがあるんでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） まだ予定でありますが、またお願いする予

定としております。 

◎委員（桝谷規子君） 課税所得が100万円以下の世帯というのが、所得に

占める国保税の割合が今回の改定でさらに重い負担になるというふうになる

んですが、23.7％から44.6％と所得に占める国保税の割合が44.6％なんてい

うのは、本当に自分の所得の半分近くも国保税を払わなくちゃいけないとい

う状況になっていくと思うんですが、そこら辺はどうお考えでしょうか。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 国民健康保険の課題というところで、年齢

層が高いこと、あと離職者が多いというところ、あと所得の少ない方が多い、

または医療費のかかる方、病院にかかる方が多いということなので、課題が

あるというふうに考えております。 

 このことから、他の保険、社会保険とかそういったいろんなところの保険

の負担率が多いというところも把握はしております。国とか県とか私ども皆

さん考えていて、認識はしております。 

 このため、国民健康保険のほうにつきましては、多額の公費を国・県から

受けておりますので、あと所得の低い方への軽減、事務費の繰入れとかも入

れておりますので、そういったところを見ながら、国民健康保険の保険税率
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を参考にし、決定し、低所得者に配慮した形で今回決めさせていただきまし

た。 

◎委員長（井上真砂美君） ほか、よろしいですか、質問。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 私、議員に入ったときには国民健康保険税には

資産割というのがございましたけど、今は所得割、均等割、平等割という形

が基本になっておりますけど、先ほど部長さんのほうから、収納率が

91.68％ということをお聞きいたしまして、実際には、国民健康保険は大事

なものだなと思うわけでございますけど、所得の滞納とか未納の方は恐らく

払ってみえんと思うんですけど、一番国民健康保険で低い方、高い方という

ことはあるわけですけど、実際金額的には低い方とか高い方というのはどれ

ぐらいの差が出ますか。その辺のところをちょっとお聞かせください。 

◎市民窓口課長（富 邦也君） 例になりますけど、１人世帯の場合で40歳

以上65歳未満の方につきましては、７割の軽減が該当しますので、年間にし

ますと２万5,700円になります。昨年度は２万2,500円でしたので、今年度、

3,200円ほど年間で増額しております。 

 あと、国民健康保険には賦課限度額がありますので、最高の額としまして、

医療分と後期高齢者の支援金分、またあと介護保険分、そうしたものを足し

ますと限度額として年間104万円を支払うことが一番高い限度額になってお

りますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質問はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたしま

す。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正

について」反対の討論を行います。 

 今回の健康保険税条例の一部改正は、保険税率及び税額の引上げの改正で

あり、物価高騰が続き、市民生活が苦しい中でのこれらの値上げは賛成でき

るものではありません。 

 改正理由には、県から令和６年度の確定計数による国民健康保険事業費納



５ 

付金及び標準保険料率の算定結果が示されたことからとあります。2018年４

月から、国民健康保険の財政運営が都道府県単位化となったことに伴って、

愛知県が示す標準保険料率を踏まえなければならないことになってしまって

います。 

 国民健康保険は、所得の低い世帯が多く、所得に占める保険税負担がほか

の健康保険より重いという構造的な問題があります。それに関わらず、今回

の改正は均等割１人当たりを４万6,800円から５万2,000円に5,200円引き上

げ、平等割は１世帯当たりの金額ですが、２万8,300円から３万4,100円に

5,800円もの引上げとなっています。 

 ほかの健康保険では世帯の人数によって変わらない保険料が、国民健康保

険は子どもが１人増えると均等割の５万2,000円プラスになる仕組みです。

それは、少子化、子育て支援に逆行するという声で、子どもの均等割はなく

すべきという運動、世論の高まりによって、ようやく就学前までの子どもに

対しては均等割が半額になりましたが、未就学児だけでなく、18歳までの子

どもの均等割をしてほしい、また半額でなくゼロにしてほしいという声が上

がってきていますが、引き続きやはり声を上げ続けていかなければならない

と考えています。 

 全国知事会でも、国保税を協会けんぽ並みの負担に引き下げるため、国保

への国庫負担を１兆円増やすよう、国に要望しております。 

 もちろん、今回の改正でも、低所得者に対する軽減分を配慮して、均等割

と平等割の軽減を図っていますが、特に被保険者１人にかかる均等割の軽減

の比重を高くしてもらっていて、それは国庫から出るようになっていますが、

まだまだ国庫負担は足りない状況だと考えています。 

 また、次回の改正では賦課限度額の見直しもされるようですが、今回の改

正では課税所得が1,000万円以上の世帯は、賦課限度額によって値上げがさ

れません。 

 一方、課税所得が100万円以下の世帯では、所得に占める国保税の割合が

23.7％から44.6％と重い負担になります。これでは、命、健康を守るべき健

康保険が重い保険税によって命を縮めることになってしまうのではないでし

ょうか。 

 以上、国保加入者の負担を強いる今回の改正には反対とします。 

◎委員長（井上真砂美君） 賛成討論はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 今回、議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一

部改正について」賛成の立場で討論いたします。 

 平成30年度から国民健康保険の運営が広域化されたことに伴い、岩倉市に
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おいては県から示された標準保険料率を踏まえた税率改正をする方針として

おります。 

 令和３年度、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響に配慮し、税

制改正を据置きしたという背景があります。令和５年は３年ぶりに、今回こ

の税制改正を行ったということで、被保険者も高齢化により、１人当たりの

保険給付費が先ほどの御説明もあったように増加傾向であると。そして、令

和６年度においても県全体、岩倉市においても同様で、保険給付費の増加傾

向と繰越金の残額状況から、税率改正が必要であると考えます。 

 令和６年度の税率改正は、繰越金を一部活用し、県が示す標準保険率から

世帯にかかる均等割は1,000円未満は切捨てとし、被保険者１人にかかる平

等割は100円未満を切捨てとし、また今回介護納付分の均等割は据置きにな

っていることから、低所得者世帯の引上げによる負担を可能な限り抑制して

おります。 

 今なお物価高騰の影響が続く中での税制改正は、被保険者にとっては大変

厳しい状況であると思いますが、今回国民健康保険の財政の安定化を図る上

でも、このたびの税制改正はやむを得ないものであると考えます。 

 以上のことから、この議案第12号については賛成といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」、賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第12号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。

 続きまして、議案第13号「岩倉市放課後児童クラブ施設の設置及び管理に

関する条例の一部改正について」を議題とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） この使用料の定め方ですが、これまでの放課後児童

クラブと一緒にされたということですが、午後７時までとなっています。児

童館などでは、今も９時まで使用ができるということになっていますが、や

はり放課後児童クラブ施設は午後７時までとするのでしょうか。そこの考え

方をお聞かせください。 
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◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 一番最初にこの

放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例、平成30年に五条川小学

校放課後児童クラブができたときに設定させていただいております。このと

きの当時からの考え方といたしまして、施設の開所時間につきましては、放

課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブ、学童保育というところ

でございますが、この実施時間に合わせて午後７時までと規定をさせていた

だいております。 

 ですから、施設の利用時間においてもこれに合わせるとともに、また職員

配置であるとか、施設が学校敷地内にあるということの管理面からも判断し

て、当時午後７時までとさせていただいておりますので、今回はそれに合わ

せているというところでございます。 

◎委員（桝谷規子君） 管理面からでも学校敷地内ということですが、北小

学校などは、五条川でもそうだと思うんですが、地域開放で生涯スポーツの

関係で同じ学校敷地内で隣接している体育館、屋内運動場を開放していると

思うんですが、夜９時まで。なので、学校敷地内で管理面で７時ということ

は整合性がないように思うんですが、どうなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 他の施設の運営

状況について、私どもからちょっと申すところではございませんが、あくま

でも放課後児童クラブというのは、もともとの放課後児童クラブが午後７時

まで開所しているというところが基本でございますので、施設の運用という

ところはそこで設定をさせていただいているというところがまず第一でござ

いますので、よろしくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） これまでの放課後児童クラブの目的外使用という状

況、他の放課後児童クラブの使用状況はどうなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 本条例、五条川

小学校放課後児童クラブができた後に、岩倉北小学校放課後児童クラブのほ

うも追加させていただいておりますが、放課後児童クラブ施設としての目的

外使用の実績はございません。 

 参考までに、いわゆる９時までの会議等というところにつきましては、引

き続き、皆様、児童館のほうでそのままお借りいただいて、会議等は開いて

いただいているという状況が主なところでございます。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 
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 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 討論はないようですので、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第13号「岩倉市放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第13号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第14号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたし

ます。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 今回の一部改正によって、具体的にどういったとこ

ろが変わってくるのか、お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今回は、国のほ

うがいろいろとデジタル化を推進していくというところに併せての改正にな

ってございますので、今まで具体的には施設の掲示板に紙で掲示していたと

いうものが、インターネットで見られるように対応していくというところ。

また、保存する媒体が具体的に例えば磁気ディスクとかＣＤ－ＲＯＭとか、

規定をしておる内容でございましたが、今後の技術発展等も見据えまして、

媒体の種類を具体的に示さない電磁的記録媒体にするというところが主なも

のでございますので、一番のところはインターネットで見られるようになる

というところであるかというふうには理解しております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
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 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたしま

す。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 討論はないようですので、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第14号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について」、賛成の委員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第14号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第15号「岩倉市遺児手当支給条例の一部改正について」

を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 討論はないようですので、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第15号「岩倉市遺児手当支給条例の一部改正について」、賛成の委員
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の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第15号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第16号「岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関

する条例の一部改正について」を議題とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 令和７年の４月から、指定管理者制度を導入すると

いうことで、この多世代交流センターの設置及び管理に関する条例について

は、指定管理者制度はできる規定になっているので可能かと思うんですが、

指定管理者制度にしていくということでの現在の職員に対しての説明とか理

解とか議論とか、そういうものはどのような形で行われて、どんな状況なん

でしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

職員に対しては、会計年度任用職員が現場のほうでは勤務をしていただいて

おりますけれども、職員につきましては職員の面談であったり、あとは採用

のときのそういったやり取りの中で、施設の有効活用ということで様々な手

法を検討していくといったところで、指定管理ということもお伝えをしてい

る状況です。 

◎委員（桝谷規子君） 施設の有効活用ということのお答えでしたが、目的

外使用にも幅広く今後していくということになっていくんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

目的外利用というよりは、これまで利用の対象でなかった方も、実際部屋で

あったり、空いているような状況もございますので、現状の利用者に支障の

ない範囲で利用していただいて有効活用を図っていこうという考えになりま

す。 

◎委員（桝谷規子君） ということは、これまで65歳以上の方ということで

借りられていたお部屋なども、64歳までの人たちも有効に活用できるという

状況になるんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

先ほど、65歳以上と申し上げられましたが、施設としては60歳以上になりま
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す。 

 60歳以上の方であったり、小学生未満の子及びその保護者、そういった方

の利用に支障のない範囲で使っていただくという形になります。 

◎委員（桝谷規子君） １つの部屋が小学生以下の子どもさんと大人という

形の、正式な名称を忘れましたが、その部屋もその目的だけではなく、幅広

い使い方ということになるんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

子どもルームのことをおっしゃられているかなあと思いますけれども、子ど

もルームについては随時使っていただけるようにしておりますので、利用の

支障のないといったところで、なかなかその判断がつきづらいというところ

もありまして、今回は使える部屋といたしましては、すこやかホール、あと

大会議室、会議室、研修室、和室に限定をさせていただいております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（日比野 走君） 対象者以外の市民の占用利用に関することなんで

すけれども、この改正によって、交流センターさくらの家の利用者がどれだ

け増えるかなどの想定はされていますでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

現状、さくらの家の利用者というのがコロナ禍以降、なかなかコロナ禍以前

の水準に戻っていないといった状況がございます。当初は利用時間の拡大な

ども検討はしていたところなんですけれども、その辺りは指定管理を進める

中で状況を判断して、また必要に応じて見直しをしていこうと考えていると

ころです。 

 そういったところで、今回利用を拡大することによってどのぐらい増える

といったところは、まずはちょっとやってみないと分からないところなのか

なあというようには思っております。 

◎委員（桝谷規子君） どういう指定管理者を想定しているのかというとこ

ろを今考えていらっしゃるでしょうか。民間とか、ＮＰＯ法人とか、具体的

に市内の団体だとか、そういった想定は今の状態ではどうなんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

こちらも実際、公募をしてどんな団体が手を挙げてくださるのかというとこ

ろは分かりませんので、現状こういった団体という想定はございません。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかによろしいですか。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、１点だけ確認させてください。 

 使えるようになるというのは非常にいいことだと思っています。予約に関

してなんですけど、やっぱり幅広く使っていただくという意味合いでは、イ
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ンターネットで予約できるような形も検討してはどうかなと思うんですけれ

ども、今現状、どのように予約を受け付けることをお考えなのか、分かれば

教えていただきたいです。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

現状は紙、窓口に来ての申請というような形を取っていますが、将来的には

そういったネット上での予約というのも考えながら進めているところです。 

◎委員（片岡健一郎君） ぜひ検討いただきたい。公共施設の予約システム

というのはございますので、そこに乗せていただけるとやっぱり市民の方も、

ここも利用できるんだということで認識できると思いますので、検討をお願

いします。以上です。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたしま

す。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 討論はないようですので、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第16号「岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第16号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第17号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」を議

題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 



１３ 

◎委員（鬼頭博和君） ちょっと何点か、お聞かせいただきたいと思います。 

 高齢者が増えているということで、要介護者の数も増加傾向だと思います。 

 今分かっている範囲で、一番直近の要介護度別の認定者数、65歳以上の認

定者数と割合、また75歳以上の割合も教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

ちょっと要介護度別の認定者数は……。ちょっとお待ちください。 

◎委員長（井上真砂美君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（井上真砂美君） 再開いたします。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

まず、令和６年１月末現在になりますけれども、要介護度別の認定者数とし

ては、65歳以上75歳未満の要介護１が463人、要介護２が……。 

◎委員（鬼頭博和君） 総数でいいです。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

要支援者の総数として759人、要介護の認定者の総数として1,351人となって

おります。 

 ちょっと２月末現在ということで、先ほどとはちょっとずれますが、65歳

以上の要支援・要介護認定者数の合計としては2,060人で、認定率としては

17.1％となっております。 

 また、75歳以上の要支援・要介護認定者数は1,859人となっておりまして、

こちらは認定率としては26.9％といった状況となります。 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 今回、乗率がかなり改正されて、高額のところも最高が2.7ということで

なっていますけれども、これは第９期ですけれども、第８期の県内の最高乗

率というのはどれくらいだったんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

第８期でいきますと、愛知県内でいきますと岡崎市と東郷町が乗率としては

2.65％という乗率を使っておりまして、こちらが県内では最高の乗率となっ

ております。 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 ということは、今回はその乗率をちょっと超えるという形の最高乗率とな

っているということですね。 

 あと、もう一点、介護給付費の準備基金というのがあると思うんですけれ

ども、こちらについては取崩しをされるのか、また金額等を教えていただき

たいと思います。 
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◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

介護給付費準備基金の取崩しにつきましては、令和５年度末の残高見込額と

いうことで、２億7,578万円を３年間かけて取り崩す予定をしております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 介護給付費が、前年度比で比べると9.0％だと思う

んですが、しかし今回の保険料が前年度比、非常に高くなっていて、24.1％

高くなっています。 

 保険給付費は、前年度比だけでなくて、３年間の中での介護給付費の伸び

を見込んでいるのかと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

介護保険では、介護保険事業のうち、介護給付費及び地域支援事業費に係る

費用の原則23％分が第１号被保険者保険料で賄われております。 

 そのため、介護給付費などが増額すると全体の介護保険料も増えてくると

いったことになりますが、令和６年度から始まる第９期計画期間の保険料に

つきましては、給付対象者の増加であったり、報酬改定などによる報酬単価

が上がることなどによって給付費が増加して、保険料基準額を上げさせてい

ただいておりますので、前年度よりは歳入予算の介護保険料が増加している

といったところになります。 

 令和５年度の予算上は、６億7,961万6,000円としておりますけれども、２

月末現在の歳入調定額を見てみますと７億1,000万円ほどとなっております。

予算上の比較では、24.1％の増加率ということになっておりますが、決算ベ

ースで見ていただくと上昇率としてはもう少し小さくなってくるものと考え

ております。 

◎委員（桝谷規子君） 介護報酬の単価が上がる、その引上げは介護従事者

にとっては本当に必要なことだと思うんですが、新聞報道などでも訪問介護

のほうは介護報酬引上げになっていないということで、小規模のヘルパー事

業所が潰れていくというような状況もされているところですが、介護報酬の

引上げが保険料の引上げに連動していくという矛盾は、１号被保険者の介護

保険料に連動してしまうという矛盾は、どうにもならないということなんで

すよね。そこら辺、どうなんでしょうか。 

 この９期の中では、本会議でも質疑があったように、大きな施設は増える

ことは見込んでいないということで、やはり介護保険料の算定の大きな矛盾

が介護施設は増えていかなければ、特養なんかの待機者がまだいらっしゃる

ということで、施設は増えていかなくちゃいけないという思いはありながら、

介護施設が増えるということは65歳以上、第１号被保険者の保険料に跳ね返
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って、保険料が引き上がってしまうという矛盾があるんですが。９期の中で

は、施設は増えることは見込んでいない、介護報酬が引き上がることによっ

てということが保険料の引上げの中に大きな要因としてあるということなわ

けですが、そこはこれまでの保険給付費と当てはめるような算定の仕方のよ

うなものが国から示されているというか、そういう形になってくるんでしょ

うかね。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

先ほどの答弁でも申し上げましたように、原則国であったり、県であったり、

あとは第１号被保険者であったり、市であったりで負担割合というのが決ま

っておりまして、１号被保険者の場合は23％分となっておりますので、当然

介護保険事業を持続的に運営していくためには、給付費が上がればそれに応

じた負担をしていただくというような形になってこようかなあというふうに

思っております。 

◎委員（桝谷規子君） 今回、来年度予算では地域包括支援センターや介護

予防の予算が一般会計に移ったんですよね。その移った分がこの保険料に跳

ね返る分が少ないのかなあと思ったんですが、介護予防の予算がかなりあっ

たと思うんですが、地域包括支援センター、介護予防の予算が一般会計に移

ったにもかかわらず、どうしてなのかというところ。新たに介護保険会計に

入ってきたものというのは具体的にあるでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

地域包括支援センターについては、重層的支援体制整備ということで、一体

になって取り組むということで、今まで介護保険特会にありましたけれども、

一般会計に移したと。ただ、１号被保険者の保険料であったり、そういった

国・県であったり市の案分というのは発生してまいりますので、一般会計に

移ったからといって負担がないというものではございません。 

 介護保険特会の中でも、細かく言うと事業として追加したようなものもご

ざいますけれども、そういったものも保険料には反映させたものとなってお

ります。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 
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 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第17号「岩倉市介護保険条例の一部改正につい

て」反対の討論をさせていただきます。 

 2000年度から始まった介護保険制度は３年に１度の見直しがされ、今回は

第９期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に伴って、介

護保険料等の改正を行うものになっています。 

 これまでの議論の中で、保険料が跳ね上がらないように基金は全額取り崩

してもらっていること、また低所得の市民の負担が増えないように、所得段

階を13段階から16段階に細分化し、９段階から13段階については基準所得金

額を細分化し、１段階から３段階までは軽減措置適用額にするなど努力して

いただいたと思います。 

 が、本人が市民税非課税でも、世帯の中に市民税課税者がいる第５段階の

基準額は4,700円も引き上げられることになっています。世帯の合計所得金

額が120万未満の第６段階の65歳以上の市民は9,900円も引き上がることにな

ります。 

 所得金額820万以上の14段階、1,000万円以上の15段階、1,500万以上の16

段階を創設して、新しく多段階にしてもらっているわけですが、この段階の

市民に乗率をもう少し引き上げて、応能負担を強化することが求められるの

ではないでしょうか。 

 国は、制度当初、介護給付費の４分の１、25％を国庫負担と言っていまし

たが、実質は20％で、５％は調整交付金として岩倉市には2.52％しか交付さ

れていません。国は、最初の約束どおり、丸々４分の１、25％は国庫負担す

べきだとこれまでも声を上げているところであります。 

 介護保険料値上げが含まれるこの議案に対しては、賛成できず、反対とい

たします。 

◎委員長（井上真砂美君） 賛成意見はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 議案第17号「岩倉市介護保険条例の一部改正につい

て」賛成の立場から討論いたします。 

 今回の一部改正は、介護保険制度が３年ごとの見直しが行われている中、

その見直しをする年に当たり、令和６年から８年までの保険料を定めていく

ものであります。 

 本市の高齢化率は、令和５年10月１日現在で25.3％、市民の４人に１人が

高齢者となっています。また、75歳以上の人口割合は14.2％であり、今後さ

らに高齢者人口及び75歳以上の人口は増加するものと予測されます。 
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 また、要支援・要介護認定者数も増加傾向であり、先ほど御答弁にありま

したとおり、令和６年１月末現在の要介護認定者数と認定率を見ると、65歳

以上の認定者は1,351人で、65歳以上の方の17.1％に当たります。また、75

歳以上の認定者の割合は26.7％と75歳以上の４人に１人以上が認定者となっ

ております。 

 団塊の世代が全て75歳となる来年2025年、また団塊ジュニア世代が65歳以

上になる2040年を見据えて、より一層介護保険制度の在り方が重要になって

くると考えられます。 

 第９期介護保険事業計画では、保険基準額の設定において、要介護認定者

の増加に伴って、介護サービスの利用が増加することを見込み、保険給付費

が増大することが反映されたものと考えています。 

 所得段階については、現行の第９段階から第13段階を細分化し、14段階か

ら16段階を新設しています。 

 このことにより、低所得の方である１段階から３段階までの負担を軽減し、

高所得の方の負担を増やす措置が取られ、応能負担が強化されています。 

 また、介護給付費準備基金の年度末残高を全て取り崩すなど、介護保険料

の上昇を抑えることに努めておられます。 

 介護保険制度は、安定性と持続性が求められており、高齢者の自立した生

活を支え、介護が必要になっても地域で安心して暮らせることが必要となり

ます。そのため、引き続き介護予防事業のさらなる充実に取り組んでいただ

くとともに、市民にとって必要なサービスを確保し、介護保険制度を維持・

運営していただかなくてはなりません。 

 したがって、今回の改正内容はやむを得ないものと考え、議案第17号につ

いて賛成といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結し、直ちに採決に入ります。 

 議案第17号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」、賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第17号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第18号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といた

します。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 
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〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） 今後、75歳以上になられる方が増えていくという

のが予想されるわけなんですけれども、介護を必要とする方々が。一方で、

介護を担う方の減少も予想されるということで、介護の現場の様々な今後の

業務改善などが盛り込まれた改正だと認識しています。 

 一方で、利用者へのサービスの低下というのがあってはならないというこ

とも思うわけなんですけれども、介護サービスの質の低下をしないような、

そんな担保はどのようにお考えなのか、当局の見解をお聞かせいただきたい

と思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

今回の地域密着型サービスの基準の改正等につきましては、人員配置基準の

緩和などによって、例えば管理者における兼務範囲を拡大するに当たっては、

介護サービスの質を担保すること、かつ管理者がその責務を果たせる場合に

兼務範囲を同一敷地内に限定しないことなどができるとしておりまして、サ

ービスの質の確保はまず大前提となっております。 

 また、地域密着型特定施設入所者生活介護事業所の人員配置基準を見まし

ても、こちらも特例的に柔軟化するといった場合に、介護サービスの質の確

保が行われていることなど、事業所内での委員会で検討する必要があり、か

つ３か月以上試行して、その結果を市に提供する義務などがございます。 

 このように、制度的にサービスの質の確保は前提となっているわけですが、

これらの基準が遵守されているかどうかは、指定権者である市が行う運営指

導等によって業務内容を監督・指導することができますので、そういった形

でサービスの低下につながらないように努めてまいりたいと考えております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） 今回のこの一部改正に至った背景とか、経緯などを

少しざっくりでもいいので教えていただけたらと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

今回の改正は、団塊の世代の全ての方が75歳以上となる2025年と団塊ジュニ

ア世代が65歳以上になる2040年を見据えたものとなっております。また、生

産年齢人口の減少が著しく、介護を含む各分野における人材不足がさらに大

きな課題となることが見込まれるとともに、特に近年、物価高騰や全産業に

おける賃金の引上げが進む中で、サービス提供体制の確保の観点から、介護

人材の確保と介護事業所の健全な経営環境を確保することが重要な課題とな
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っているといったことが背景となっております。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 今後を見据えたものでございますけど、介護従

事者の皆さんの負担が増えるんじゃないかと心配いたしますけど、その辺の

ところについてお聞かせください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

その辺りも国が定期的に調査をしているわけですが、最近でいきますとＩＣ

Ｔの導入であったり、そういったことによって負担が軽減しているという、

そんな状況がございますので、そういったことの調査を含めて判断をしてい

ると。そういったところですので、必ずしも介護従事者の負担が増えていく

一方ということではないと考えております。 

◎委員（鬼頭博和君） 今回、地域指定の地域密着型サービスの事業者に対

しての改正だと思うんですけれども、こういった事業所は岩倉市にはどれぐ

らいあるのか、教えてください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

本市には、地域密着型サービス事業所としては12事業所ございます。 

 内訳を申し上げますと、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が１か

所、地域密着型通所介護事業所が４か所、認知症対応型通所介護事業所が１

か所、小規模多機能型居宅介護事業所が２か所、認知症対応型共同生活介護

事業所が４か所となっております。 

◎委員（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 今回、この改正がされるということで、周知についてはどのような形にな

るんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

集団指導という年に１回集まって情報提供であったり情報交換をするような

場がございますので、そういった場を通じて周知に努めていきたいと思って

おります。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（日比野 走君） ６番の身体的拘束等の適正化というところでお伺

いしたいんですけれども、この身体的拘束というのは、従業員が直接自分の

体を使って取り押さえるということなのか、もしくは何かしらのツールを用

いて拘束するというものなのか、どの範囲までを適正な身体的拘束として想

定されているのか、お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

身体的拘束等ということで、等が含まれているわけですが、先ほど委員がお

っしゃられたように、ツールを使って、例えば極端な話、縛ったり、立ち上
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がれないようにしたりといった手法もございますし、あとは部屋から出られ

ないようにしたりといったこともありますが、そういった身体的拘束等の等

の部分では、要は行動を制限するような、そういったことが含まれますので、

それらを一切、原則は行わないという取扱いになっております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 今回の改正で、管理者が兼務できる事業所の範囲に

ついて、同一敷地内における他の事業所・施設でなくても差し支えないとい

う旨を明確化するということがありますが、本会議の中でも質疑があって、

答弁の中では岩倉市は市域が狭いので、同一敷地内ということでは差し支え

ない、大丈夫だというような答弁だったと思うんですが、事業所によって市

内だけでなく、市外にあるところは含まれないんでしたか、この中では。お

聞かせください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

この場合の兼務は、市内外問わずということになってくると考えております。

市外も含まれるものと。 

◎委員（桝谷規子君） 同じ事業所の中でも、市外と市内と両方持っている

という事業所もあると思うので、本会議の答弁で岩倉市内は市域が狭いので

ということには当てはまらないんじゃないかなと思ったわけですが、市外も

含むということになれば。そこら辺はどうお考えでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

管理者の兼務につきましては、これまでも管理上、支障がない場合に限って、

同一敷地内に限定して兼務を認めておりましたが、このたびの改正において

も、管理上、支障がない場合に限った取扱いとなっておりますので、従来と

同様、管理上、支障がない場合に限ったものなので、管理者の兼務により支

障が生じることがないように、適切に指導をしていくということが必要にな

ってくるかなあというように思っております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質問はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 先ほどの答弁の中で、介護従事者も生産年齢が増え

てこない中で人材不足というところで、介護負担が増えていくという心配は、

ＩＣＴの導入によって負担が軽減されているという事例が多いということを

答弁の中で言われたわけですが、やはり介護の現場というのはＩＣＴの導入

によって負担を軽減させていいのかという疑問を持つわけでありますが、そ

こら辺はどうお考えなんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

ＩＣＴが万能ではありませんので、ＩＣＴをもって介護の現場全てが合理化
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できるというものではないかなあと思っていますけれども、調査の中には、

例えば事業所によってはＩＣＴを導入することによって、１人１台パソコン

であったり、そういった端末を持つことによって業務が効率化した、それに

よって必要な時間が８割ぐらいに減少したという、そんな状況もありますの

で、必要に応じての活用ということになってくるかなあと思っています。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質問はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第18号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」反対

の討論を行います。 

 この条例の改正は、国のデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進

するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令、もう一点の指定地域

密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正というと

ころに伴っての岩倉市での条例の一部改正を行うものでありますが、やはり

今までの議論であったように、地域密着型サービス事業所が提供するサービ

スの質を担保しつつとはいっても、効率的に運営する観点から、管理者が兼

務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設でな

くても差し支えない旨を明確化するということは、管理者の管理範囲が増え、

今でも厳しい中で働いてみえる介護従事者を考えるとき、この規制緩和には

賛成できるものではありません。離職者が、より発生してくるのではないで

しょうか。 

 また、ＩＣＴの導入によって負担が軽減されてくるという予測については、

介護の現場の中で一人一人の人間に向き合って必要な介護の質を落とさない

ように介護をしていくという現場において、その負担が軽減されるというこ

とで見ていいのかが問われてくる内容だと考えます。 

 国の方向がやはり規制緩和をどんどん広げてくるという状況の中で、高齢

者が増え、生産人口が減りというこの情勢の中で、いかに介護現場がどうし

ていくのかというのが非常に問われてくる内容だと思います。 
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 １人の職員の負担増になって、離職者につながっていくような状況になら

ないことを願うものですが、この条例の一部改正については賛成できるもの

ではなく、反対といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 賛成意見はございませんか。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 議案第18号「岩倉市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」

賛成の立場で賛成討論をいたします。 

 団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年及び団塊ジュニア世代が65歳以

上となる2040年を見据えて、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムを構築、充実させることが重

要であります。 

 今回の国の基準となる省令の改正は、介護報酬に関わる改正と併せて、社

会保障審議会の審議を踏まえた上の改正であります。 

 今後、少子高齢化が進展し、介護を必要とする人が増大します。その結果、

介護を担う人の減少が見込まれます。 

 現在、慢性的な人手不足により、人材の確保の困難な状況でございます。

職場環境の改善や人員配置や運営基準の緩和を通じたサービス提供の体制の

効率化及び業務の負担軽減を推進することが必要であります。 

 その一方、利用者へのサービスが低下してはならないのが介護サービス、

質の担保は必須であります。 

 国の基準となる省令の改正内容は、管理者の兼務できる事業所の範囲の緩

和、身体的拘束等の適正化、業務の効率化、介護サービスの質の向上、職員

の負担軽減などの観点から、見直しがされました。基準緩和については、管

理上、支障がないことなど、介護サービスの質は担保されている必要があり、

利用者へのサービス提供に支障がない場合に限定されております。 

 岩倉市の条例改正は、国の基準となる省令と同様の内容の改正であります。

今後、指定地域密着型サービス事業者の健全な運営や利用者への良質なサー

ビス提供を引き続いて行っていくためにも必要な改正であります。 

 以上でございますので、賛成といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結し、直ちに採決に入ります。 

 議案第18号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」、賛成の委員の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 
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 採決の結果、議案第18号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。

 引き続き、議案第19号「岩倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） 先ほどの第18号と同様の質問になりますけれども、

今後サービスを提供する側の担い手が少なくなっていく、また団塊の世代を

含めて、団塊ジュニア等を考えますと、サービスが必要な方の増加も見込ま

れるということで、職場環境の改善を踏まえた改正だと思います。 

 先ほどと同じ質問になりますけれども、そのサービスの質の担保というの

が非常に重要なところだと思います。 

 市の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

こちらでいきますと、人員配置基準の緩和等については、例えば管理者にお

ける兼務範囲を拡大するに当たっては介護サービスの質を担保すること、か

つ管理者がその責務を果たせる場合に兼務範囲を同一敷地内に限定しないと

いうことができるとしておりまして、こちらもサービスの質の確保が大前提

となっております。 

 また、従業員の員数の見直しにつきましても、ケアマネジャーの業務環境

が大きく変化をし、ケアマネジャー１人当たりの１か月間の労働投入時間が

減少していることなど、国の実地調査により判明いたしまして、人材の有効

活用の必要性から見直されるものとなりますが、こちらにつきましてもケア

マネジメントの質を確保することが前提となっております。 

 このように、サービスの質の確保は前提となった見直しとなっております

ので、基準が遵守されているかどうかは指定権者である市による運営指導で

あったり、あとケアプランチェックなどによりまして、業務内容やケアプラ

ンを監督・指導していくこととなりますので、そういった指導であったりに

努めていきたいと考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 もう一点だけ、すみません、確認させてください。 

 サービスの提供に関する記録なんですけれども、これは本会議でも答弁が、

議案説明だったかな、あったと思うんですが、国は２年という基準を示して
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いるんですけれども、岩倉市は独自に５年という基準にしているという説明

があったかと思います。 

 岩倉市は５年にしたその背景というか、考え方があれば、教えていただき

たいです。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

２年よりちょっと拡大して５年にしているというところなんですが、岩倉市

の文書管理規程上、１年では短過ぎると思いまして、その次が５年というこ

とですので、５年が適当かなあということでしております。 

◎委員（鬼頭博和君） 今回、人数の制限が少し緩和されるんですけれども、

従業員１人に対して、今まで35人だったところが44人になると。また、その

下ですね。説明書のほうでは、データを電子的に送受信するための情報シス

テムを利用し、かつ事務職員を配置している場合は利用者の数が49人になる

ということで、この根拠についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

居宅介護支援事業所を取り巻く環境が変化したことを踏まえて、ケアマネジ

メントの質を確保しつつ、業務効率化を進め、人材を有効活用するために、

居宅介護支援費についての見直しが行われまして、それと同時に基本報酬と

取扱件数の整合性を図る観点から、人員配置基準についても見直されたもの

です。 

 報酬及び基準の見直しに当たりましては、国が令和４年度に行いました実

地調査により、多くの事業所においてパソコンなどのＩＣＴ機器を１人１台

利用していることなど、業務の効率化が図られておりまして、ケアマネジャ

ー１人当たりの１か月間の労働投入時間が減少していることであったり、ケ

アプランデータ連携システムを利用することで事務作業の負担軽減が期待で

きることなど、ケアマネジャーの業務環境が大きく変化したことが背景にあ

るとしております。 

◎委員（桝谷規子君） ケアマネジャーさんのケアマネジメントが利用者の

35人に１人が今、鬼頭委員が質問されたように44人になり、事務職員を配置

している場合においては49人にと基準の見直し、非常に緩和されたわけです

が、やはり今御答弁にあったパソコン、ＩＣＴ機器を用いることによって効

率化が図られた、ケアマネジャーさんの事務負担が見直されたということで

ありますが、果たしてデジタル技術を幾ら使っても、このような緩和が許さ

れるのかと思うわけです。本当に一人一人の利用者の方、認定された人、一

人一人の状況・状態の把握、一人一人の利用者にきちんと向き合った状態の

把握をして、一人一人にきちんと寄り添ったケアマネジメントになっていく
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のかというのが非常に心配するものですが、先ほどそこは市によるケアプラ

ンチェックなどもしていくとおっしゃられましたが、ケアプランチェックは

市としてどのようにされていくのでしょうか。新たなチェック体制をつくっ

ていくというような、新たな組織をつくるとか、今ある組織の中で具体的に

どのようなケアプランチェックをされようとしているのか、お聞きします。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） ケアプランの点検につきましては、現在

も事業所のほうに地域包括支援センターの職員と市の職員が行って、行って

おります。 

 この改正によりまして増えたところにつきましては、そこを優先的にとい

いますか、重点的に検査、チェックのほうをしていくような形で現状は考え

ております。 

◎委員（桝谷規子君） 別で新たな組織をつくっていくのではなく、現在も

やっているような状況で、市の職員が行ってチェックをされるということで

すが、では現在ケアプランのチェックをしている中では、１人のケアマネジ

ャーさんが利用者何人を持っているのかというのは、どのようにつかんで見

えますか。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 今、どこの事業所が幾つという数字はち

ょっと持ち合わせておりませんが、実際行くときに当たりまして、何人ぐら

い持っているかというのは、その時点では把握しているというような形にな

ります。 

◎委員（桝谷規子君） きちんとした、はっきりした数でなくてもいいんで

すが、いろんな事業所をチェックしている中で、もう35人いっぱいいっぱい

で、もっと余裕があって増やせるとか、何かそういうような現状を職員とし

て見ていらっしゃるのか、今でもいっぱいいっぱいだという状況なのかとい

うのをどのように把握されているのかというのをお聞きしたいんですが、ど

うでしょうか。 

◎長寿介護課主幹（浅野弘靖君） 既に現時点で余裕があるとかいうような

声は、実際は聞いておりません。また、多分事業所によって様々な形にはな

るのかなとは考えております。 

 今回の改正に当たりましては、あくまでもできる規定ですので、しなけれ

ばならないというわけではございませんので、そういったことで余裕がある

ところが増やしていくというような形では考えております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（堀江珠恵君） １点だけ、お聞かせください。 

 第５条の改正のほうで、以前は説明を行い、理解を得なければならないと
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いうふうな形であったんですけれども、今回は努力義務というふうで理解を

得るように努めなければならないというふうに改正のほうでなされているん

ですが、先ほど片岡委員も言われたように、質の担保とかいう部分でも、こ

のケアプランのほうを公正中立の観点から図るので、やはりこの理解を得な

ければならないから努力義務になった理由をお聞かせください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（中野高歳君）

まず、努力義務になったといったところでいきますと、事業所にとって若干

負担が大きかったということもまず１つありますけれども、どういった事業

所に、集中しないようにというのが本来の趣旨であるところなんですが、そ

れを説明する中で、逆に多くの利用者がいるところに集まってしまうと、そ

ういった傾向もあるということを含めて、義務ではなくて努力義務としたと

いうこととなっております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第19号「岩倉市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」反対の討論を行

います。 

 国のデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働

省関係省令の一部を改正する省令が施行されたこと、また指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布

されて、また指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部

改正に伴って、今度の所要の改正を行わなければならないということでの改

正なわけですが、指定居宅介護支援事業所の従事者の員数の基準について、

利用者35人に対して従事者１人としていたものを44人に対して１人に改める

という内容は、ただでさえ業務が大変な中、負担を増やすことにならないか、

また利用者一人一人に対して、利用者にきちんと向き合って状態の把握をし

ていく、また一人一人に寄り添ったケアマネジメントになっていくのかと大

変心配するものです。 
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 さらに、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための情報

処理システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合においては、利用

者49人に対して従事者１人とするなど、とんでもないことだと考えます。 

 本当に一人一人の利用者の方の把握というのが、デジタル技術を幾ら使っ

ても本当にそのお一人お一人の状況把握がきちんとできるのかどうか、一人

一人に寄り添ったケアマネジメントになっていくのか、非常に心配するもの

であります。 

 やっぱり、一人一人の利用者の方の尊厳を大事にした本当に丁寧な把握と

いうのは、デジタル技術を使っても事務作業の負担軽減にはならないのでは

ないでしょうか。 

 ケアマネジャーさんや医療従事者の方たちの、この改正は抜本的な処遇改

善ではないと考えます。ケアマネジメントの質の向上と言いながら、抜本的

な改善になっていないのではないかと考えるものです。 

 先ほどの議論の中で、きちんと市としてケアプランのチェックをしていく

ということを言われました。また、44人に１人、49人に１人としていくとい

うこの改正はできる規定であって、余裕のあるところが増やしていくだけだ

ということも答弁の中にあったわけで、現在でも余裕があるという声は聞い

ていないということなので、そこをきちんと市として見ていっていただきた

いと思います。 

 この条例の一部改正は、今の状況の中で非常に介護従事者にとっても、介

護の利用者にとっても、質のいい介護サービスにつながる、ケアマネジメン

トにつながるというものではないと考え、市としては国の省令が改正される

という中で仕方がない一部改正案だと思いますが、賛成するわけにはいかず、

反対といたします。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 議案第19号「岩倉市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、賛成討論

をいたします。 

 団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年及び団塊ジュニア世代が65歳以

上となる2040年を見据えて、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムを構築、充実させていくこと

が重要であります。 

 今回の国の基準となる省令の改正は、介護報酬に関わる改正と併せて、社

会保障審議会の審議を踏まえた上の改正であります。 

 今後、少子高齢化が進展し、介護を必要とする人が増大する。その結果、

介護を担う人の減少が見込まれます。 



２８ 

 現在、慢性的な人手不足により、人材確保が困難な状況であります。職場

環境の改善や人員配置や運営基準の緩和を通じたケアマネジメントの提供体

制の効率化及び業務の負担軽減を推進することが必要であります。 

 その一方で、利用者へのサービスが低下してはならないので、ケアマネジ

メントの質の担保は必須であります。 

 国の基準となる省令の改正内容は、管理者の兼務できる事業所の範囲の緩

和、身体的拘束等の適正化、業務の効率化、ケアマネジメントの質の向上、

職員の負担軽減などの観点から、見直しがされました。基準の緩和について

は、管理上、支障がないことなど、ケアマネジメントの質の担保がされてい

る必要があり、利用者へのケアマネジメントの提供に支障がない場合に限定

されています。 

 岩倉市の条例改正は、国の基準となる省令と同様の内容の改正であります。

今後の指定居宅介護支援事業所の健全な運営や利用者への良質なケアマネジ

メントの提供を引き続き行っていくためにも必要な改正でありますので、賛

成といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結し、直ちに採決に入ります。 

 議案第19号「岩倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第19号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。

 引き続き、議案第20号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） 質疑がないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第20号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正について」反対の討論を行います。 

 この議案は、議案第18号で述べたような内容で、介護サービスではなく要

支援１・２の方の介護予防のための効果的な支援の方法に関するということ

で、議案第18号で述べたような内容で賛成できるものではなく、国が決めた

ものに市が従っていかなければならないということで、大変厳しい状況だと

は思いますが、賛成するわけにはいかず、反対とさせていただきます。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 議案第20号「岩倉市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部改正について」賛成の立場で討論をいたします。 

 さきの議案第18号では、要介護者が利用できる指定地域密着型サービスに

ついての改正でありました。この議案では、要支援者が利用できる指定地域

密着型介護予防サービスについての改正であります。 

 改正内容は、さきの議案第18号と同様のものとなっています。 

 岩倉市の条例改正は、国の基準となる省令と同様の内容の改正で、今後の

岩倉市地域密着型介護予防サービス事業者の健全な運営や利用者への良質な

サービス提供を引き続き行っていくために必要な改正でありますので、賛成

といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結して、直ちに採決に入ります。 

 議案第20号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第20号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。

 引き続き、議案第21号「岩倉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
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並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） 質疑はないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第21号「岩倉市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」反対の討論を行いま

す。 

 この議案は、19号と同様の内容も多いわけですが、19号で要介護者の方の

サービス、そのケアマネジメントについての、本当にその方たちの向上にな

っていくのか、介護従事者の人たちにとって、本当にいい内容になっていく

のかと問われるところですが、利用者の方、今度は要支援の方たちについて

は要介護者と違い、要介護者は１か月に１回、きちんと状況を把握しなくて

はいけないというところを要支援者は３か月に１回の把握をしていくという

ことでありますが、これがテレビ電話装置などの活用も認めるということに

なってきたわけですが、コロナの感染時などはテレビ電話の装置での対面な

ども有効な手段とされてきて、デジタル技術の発達によりということで今回

の改正にもつながったと考えますが、やはり要支援者の人、お一人お一人を

きちんと把握していくためには、テレビ電話装置では難しいと思います。や

はり、原則は対面でお一人お一人の要支援者の方の３か月の中での変化は、

状態をしっかり見て、お顔を見ての対面での把握、状況を知っていくことが

大事だと思います。 

 そういった中で、19号で述べたような内容と同様で、賛成するわけにはい

かず、反対とさせていただきます。 
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◎副委員長（伊藤隆信君） 議案第21号「岩倉市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」、賛成の討論を

いたします。 

 さきの議案第19号では、要介護者が利用できる指定居宅介護支援について

の改正でありました。この議案では、要支援者が利用できる指定介護予防支

援についての改正であります。 

 改正内容はおおむね、さきの議案第19号と同様のものとなっております。 

 議案第19号と異なる改正点は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支

援の指定を受ける基準を定める箇所等であります。 

 岩倉市の条例改正は、国の基準となる省令と同様の内容の改正であります。

今後の指定介護予防支援事業所の健全な運営や利用者の良質な介護予防ケア

マネジメントの提供を引き続き行っていくために必要な改正でありますので、

賛成といたします。 

◎委員長（井上真砂美君） 討論を終結して、直ちに採決に入ります。 

 議案第21号「岩倉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第21号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。

 続きまして、議案第24号「岩倉市青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関

する条例の廃止について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（片岡健一郎君） 公共施設の再配置計画に基づいてということで、

施行期日が令和７年４月１日からとなっております。 

 令和６年度は、この譲渡に向けて、１年間動いていくということは報告を

受けておりますけれども、仮の話なんですけれども、例えば譲渡が不調にな

った場合の話なんですけれども、不調になった場合、これの廃止を先にして

おくことによって、何か問題が起こらないかなということを心配するわけで

ございます。その辺は、どのようにお考えなのか、当局の見解をお聞かせい
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ただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今、おっしゃら

れたとおり、希望の家につきましては公共施設再配置計画の中で、希望の家

としては存続をしていかないということは決定しておりまして、その中で現

在譲渡先を検討しているものです。 

 この廃止条例の施行日につきましては、住民の利用に供することをやめる

日ということで、６年度末の終わった令和７年４月１日というふうにさせて

いただいているものです。 

 したがいまして、仮に譲渡先が決まらなかったといたしましても、希望の

家として利用に供するということを継続していくことは今のところございま

せんので、この廃止条例が不要になるということはないというふうに理解を

しております。 

◎委員長（井上真砂美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（井上真砂美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたしま

す。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 討論はないようですので、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第24号「岩倉市青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の廃

止について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（井上真砂美君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第24号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、陳情第１号に入ります。 

 陳情第１号「職員の人権も福祉の対象者の人権も守るために、国に対して

介護報酬と障害福祉サービス等報酬の引き上げと職員配置基準改善の意見書

提出を求める陳情」、第２号「安全安心な保育を守り、職員が働き続けられ
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る保育職場とするために、最低基準としての保育士配置基準を引き上げ、公

定価格を抜本的に改善する意見書提出を求める陳情」、本陳情２件の扱いは

どのようにさせていただきましょうか。 

〔「聞きおく」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 聞きおくと聞こえました。 

 聞きおくとして、各委員において熟読し、勉強していただきますようお願

いいたします。 

 以上で、当委員会に付託されました案件は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（井上真砂美君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で、厚生・文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


